
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホストコンピュータとオンラインで接続された半導体装備を実時間で制御する方法であ
って、
　前記ホストコンピュータが、
　単位工程で完了された製品の特性値の計測データが前記ホストコンピュータに予め設定
された前記製品 最適特性値の範囲内に包含されるかを判断する段階と
、
　前記計測データが前記最適特性値の範囲内に包含されると、前記計測データが

管
理限界線内にあるか否かを第１判断する段階と、
　前記第１判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると前記単位工程が 行
された半導体装備を正常稼動させる段階と、
　前記第１判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にないと前記単位工程が進行
された半導体装備の稼動と前記製品の処理の進行とを同時に中止させる段階と、
　前記計測データが前記最適特性値の範囲内に包含されないと、前記半導体装備を正常稼
動させつつ、前記単位工程が完了された製品の処理の進行を中止させる段階と、
　前記単位工程が完了された製品の処理の進行を中止させた後、前記計測データが前記管
理限界線内にあるか否かを第２判断する段階と、
　前記第２判断の結果、前記報告された計測データが前記管理限界線内にあると前記単位
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に不良が発生しない

ＳＰＣで
使用される最大規格の管理限界離脱線である“最大上限値～最小下限値”の範囲を示す

進



工程が進行された半導体装備を正常稼動させる段階と、
　前記第２判断の結果、前記報告された計測データが前記管理限界線内にないと、前記単
位工程が進行された半導体装備の稼動を中止させるとともに、前記製品の処理の進行を中
止させる段階とを有することを特徴とする半導体装備の実時間制御方法。
【請求項２】
　前記第１判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると、前記半導体装備を
正常稼働させる段階以前に前記計測データが

満足す
るかを第３判断する段階をさらに含み、前記 満足しないと前記製品の処理
の進行中止と前記半導体装備の稼働中止とを同時に実施し、
　前記第２判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると、前記半導体装備を
正常稼働させる段階以前に前記計測データが

を満足するかを第４判断する段階をさらに含み、前記
満足しないと前記半導体装備の稼働中止を実施することを特徴とする請求項１

記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項３】
　前記第１判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると、前記半導体装備を
正常稼働させる段階以前に前記計測データが

を満足す
るかを第３判断する段階をさらに含み、
　前記 満足しないと前記製品の処理の進行中止と前記半導体装備の 動中
止とを同時に実施することを特徴とする請求項１記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項４】
　前記第２判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると、前記半導体装備を
正常稼働させる段階以前に前記計測データが

満足す
るかを第４判断する段階をさらに含み、前記 満足しないと前記半導体装備
の稼働中止を実施することを特徴とする請求項１記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項５】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、前記計測データが ２／３ルールを満足す
るかを判断する段階であることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の
実時間制御方法。
【請求項６】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、前記計測データが ４／５ルールを満足す
るかを判断する段階であることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の
実時間制御方法。
【請求項７】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、前記計測データが ５トレンドルールを満
足するかを判断する段階であることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装
備の実時間制御方法。
【請求項８】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、
　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
を満足すると前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階とでなるこ
とを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項９】
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ＳＰＣで使用される一般規格の管理限界離脱
線である２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくとも１つを

第３判断の結果

前記２／３ルール、４／５ルール、５トレン
ドルールのうち少なくとも１つ 第４
判断の結果

ＳＰＣで使用される一般規格の管理限界離脱
線である２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくとも１つ

第３判断の結果 稼

ＳＰＣで使用される一般規格の管理限界離脱
線である２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくとも１つを

第４判断の結果

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

２ ３



　前記計測データが前記
を満足するかを第３判断する段階は、

　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
を満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する段階とでな
ることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項１０】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、
　前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階と、前記４／５ルール
を満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する段階とでな
ることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項１１】
　前記計測データが前記

を満足するかを第３判断する段階は、
　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
を満足すると前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階と、前記４
／５ルールを満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する
段階とでなることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方
法。
【請求項１２】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、前記計測データが ２／３ルールを満足す
るかを判断する段階になることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の
実時間制御方法。
【請求項１３】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、前記計測データが ４／５ルールを満足す
るかを判断する段階になることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の
実時間制御方法。
【請求項１４】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、前記計測データが ５トレンドルールを満
足するかを判断する段階になることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装
備の実時間制御方法。
【請求項１５】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、
　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
を満足すると前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階とでなるこ
とを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項１６】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、
　前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階と、前記４／５ルール
を満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する段階とでな
ることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項１７】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、
　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
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２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

前記
２ ３

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ 前記

２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記



を満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する段階とでな
ることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方法。
【請求項１８】
　前記計測データが前記

を満足するかを第４判断する段階は、
　前記計測データが ２／３ルールを満足するかを判断する段階と、前記２／３ルール
を満足すると前記計測データが ４／５ルールを満足するかを判断する段階と、前記４
／５ルールを満足すると前記計測データが ５トレンドルールを満足するかを判断する
段階とでなることを特徴とする請求項 又は請求項 に記載の半導体装備の実時間制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体生産装備を制御する制御方法に係り、より詳細には計測データを利用して
各単位工程を実時間（ Real Time)で制御できるようにした半導体装備の実時間制御方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体製造工程は、完製品を生産するため多数の単位工程ステップが要求されることによ
り、半導体製造ラインには各単位工程を処理するため精密加工が可能な多数の半導体装備
（例えば、スパッタリング装備、蝕刻装備等）が配置される。
【０００３】
図６は従来の半導体装備制御方法を示す工程順序図である。
図示されるように、進行される工程が該当ステップ別に最適の工程条件下で進行されたか
を判断する従来の一般的な半導体装備制御方法について説明すると次のようになる。
【０００４】
　多数ステップの工程を進行した後、計測工程で単位工程 結果生成された製品の特性値
を計測し、その計測工程で発生したデータがホストコンピュータ (Host)のデータベース (D
ata　 Base)に格納されて、 O/I PC(Operator Interface Personal Computer)の画面に実時
間モニタリングされる。 O/I PCで電算作業を実行していた作業者は、モニタリングされた
計測データと作業初期に設定された最適の計測データ値とを比較し、該当工程の特性値が
製品に正確に適用されたかを判断する。その後、該当製品に不良が発生したことが確認さ
れると、その判断結果によって製品を不良処理／再処理するか、またはメイン工程が進行
された該当設備に処置を行い、不良を予防する方式で工程制御が行われる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような従来の方式により半導体装備を制御する場合、次に示すような問題点
があった。
【０００６】
　１．一連の単位工程を数回継続進行した後、計測ステップで誤りが発見されると、作業
者はどの半導体装備でどんな工程を実行した時に問題が発生したかを、ホストコンピュー
タに実時間モニタリングされた計測データを利用して逆追跡することで問題が発生した工
程ステップを検索する。その後、このステップが実行された半導体装備に一連の処理を行
う方式で工程を進行することにより、作業者が実時間モニタリングされた計測データを分
析して誤進行されたステップを発見する。その後、このステップで発生した処理警報を現
在進行中である工程に反 するまでには長時間が所要される。したがって、作業が進行さ
れる間には工程条件が誤設定された該当半導体装備内で継続して各ステップ別に単位工程
が進行することになり、工程不良発生が防止できる機会を失うという問題点があった。
【０００７】
ここで、誤設定された工程条件下で工程が実行される場合として以下の場合がある。すな
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前記
２ ４

２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールのうち少なくと
も１つ

前記
前記

前記
２ ４

の

映



わち、例えば、エンジニアの過失により特定ステップで最適の工程条件ではない他の条件
で工程条件が設定される場合、半導体装備の工程条件値が誤入力された状態で継続ロット
を進行する場合、半導体装備自体の異常により最適の工程条件設定値で工程状態を設定せ
ず継続進行する場合である。
【０００８】
２．半導体装備での工程制御が実時間で行われなくて各該当単位工程が完了された後、す
ぐに不良の有無が判断できないことにより、工程不良発生時にエンジニアがその不良を解
消するため正確な処理を行えないという問題点があった。
【０００９】
　本発明はこのような従来の技術の問題点を解決するものであり、その目的は、ホストコ
ンピュータ内に半導体装備の稼動及び製品の 進行を自動で中止させることができる
インタロックモジュールを構築する。そして、計測工程で発生した計測データがホストコ
ンピュータに設定された最適の計測データ及びメイン特定ルールに適合しない場合、これ
を通して実時間で単位工程が実施された半導体装備の稼動中止、単位工程が完了された製
品の 進行中止、または前記半導体装備の稼動中止と製品の 進行中止とを同時
に行うことにより、不良発生を未然に防止できるようにした半導体装備の実時間制御方法
を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するための本発明によれば、ホストコンピュータとオンラインで接続さ
れた半導体装備を実時間で制御する方法であって、前記ホストコンピュータが、単位工程
が完了された製品の特性値である計測データがホストコンピュータに予め設定された前記
製品 最適特性値の範囲内に包含されるかを判断する段階と、前記計測
データが前記最適特性値の範囲内に包含されると前記計測データが

管理限界線内に
あるか否かを第１判断する段階とを含む。また、前記第１判断の結果、前記計測データが
前記管理限界線内にあると前記単位工程が進行された半導体装備を正常稼動させる段階と
、前記第１判断の結果前記計測データが前記管理限界線内にないと前記単位工程が進行さ
れた半導体装備の稼動と前記製品の処理の進行とを同時に中止させる段階とを含む。さら
に、前記計測データが前記最適特性値の範囲内に包含されないと前記半導体装備を正常稼
動させつつ前記単位工程が完了された製品の処理の進行を中止させる段階と、前記単位工
程が完了された製品の処理の進行を中止させた後前記計測データが前記管理限界線内にあ
るか否かを第２判断する段階とを含む。また、前記第２判断の結果、前記報告された計測
データが前記管理限界線内にあると前記単位工程が進行された半導体装備を正常稼動させ
る段階と、前記第２判断の結果、前記報告された計測データが前記管理限界線内にないと
前期単位工程が進行された半導体装備の稼動を中止させるとともに前記製品の処理の進行
を中止させる段階とを含む。
【００１１】
　ここで、前記 とは、 SPC(Statistic Process Control)で使用される最大規
格の管理限界離脱線である上限値～下限値 (Upper Value～ Lower Value) を示す。
【００１２】
　本発明の一変形例によると、前記第１判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内
にあると、前記半導体装備を正常稼動させる段階以前に前記計測データが

を満足するかを第３判断する段階をさらに含む。そして、前記 満
足しないと、前記製品の処理の進行中止と前記半導体装備の稼動中止とを同時に実施して
、前記第２判断の結果、前記計測データが前記管理限界線内にあると、前記半導体装備を
正常稼動させる段階以前に前記計測データが

を満足するかを第４判断する段階をさらに含む。
満足しないと前記半導体装備の稼動中止を実施する。
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【００１３】
　本発明の他の変形例によると、前記実施例は前記第１判断の結果、前記計測データが前
記管理限界線内にあると、前記半導体装備を正常稼動させる段階以前に前記計測データが

を満足するかを第３判断する段階をさらに含む。そし
て、前記 満足しないと前記製品の処理の進行中止と前記半導体装備の稼動
中止とが同時に行われるように進行することもできる。
【００１４】
　また、本発明の他の変形例によると、前記実施例は前期第２判断の結果、前記計測デー
タが前記管理限界線内にあると前記半導体装備を正常稼動させる段階以前に前記計測デー
タが

を満足するかを第４判断する段階をさらに含む。
そして、前記 満足しないと前記製品の稼動中止とが行われるように進行す
ることもできる。
【００１６】
前記のように半導体装備での工程を制御した結果、計測データを利用して単位工程の実時
間制御が可能になることにより、該当工程が該当ステップの最適の工程雰囲気下で進行さ
れたかを計測工程が完了されるとすぐ判断できるようになるので、不良発生を未然に防止
できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施の形態について詳細に説明する。
図１は本発明による半導体装備の実施の形態である制御システムを概略的に示すブロック
図である。
【００１８】
　図示されるように、このブロック図において、図面符号１は各ステップ別単位工程を実
行する半導体装備 (Equipment) を示す。また、図面符号３は、各ステップ別に設定された
最適の計測データが格納された半導体装備の稼動及び製品の 進行を自動で中止させ
るインタロックモジュール (Interlock Module)５が構築されたホストコンピュータを示す
。ここでは、半導体装備１とホストコンピュータ３との間はオンライン (On Line) で接続
され、ホストコンピュータ３のインタロックモジュール５は半導体装備１と円滑なデータ
送受信が可能である。
【００１９】
図２及び図３は図１の半導体装備制御システムに適用される半導体装備の実時間制御方法
を説明するための工程順序図である。以下、図２及び図３を参照してその制御方法につい
て具体的に説明する。
【００２０】
Ｓ１０段階では、単位工程で完了された製品の特性値である計測データが、ホストコンピ
ュータに既に設定された最適の計測データの範囲内に包含されるか否かを判断する。Ｓ１
０段階を４段階（Ｓ１２段階、Ｓ１４段階、Ｓ１６段階、Ｓ１８段階）に分割してより詳
細に説明すると次のようになる。
【００２１】
　まず、Ｓ１２段階では、ステップ別に製造される製品の最適特性値に該当する最適の計
測データをホストコンピュータの記憶装置内に設定する。
　Ｓ１４段階では、約２０～２５枚のウェハがローディングされている単位ロットを半導
体装備内に装着して単位工程を進行する。
　Ｓ１６段階では、単位工程の結果製造された製品の特性値を計測し 測データをホス
トコンピュータに報告する。
【００２２】
　Ｓ１８段階では、報告された計測データがホストコンピュータの記憶装置内に格納され
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た該当ステップの最適の計測データ範囲内に包含されるかを判断する。ここで、ホストコ
ンピュータに格納された最適の計測データ とは製品に影響を及ぼさない許容可能な最
大限のデータ規格範囲である。
　報告された計測データがホストコンピュータに格納された最適の計測データ範囲内に包
含されていれば、Ｓ２０段階では報告された計測データがメイン特定ルールを満足するか
第１判断する。
【００２３】
　ここで、メイン特定ルールとは、ＳＰＣで使用される最大規格の管理限界離脱線（例え
ば、最大上限値～最小下限値）を示している。この管理限界離脱線は、単位工程 進行
結果、製作された製品の特性を測定した計測データにより統計的に計算された値で、工程
の変化を表す指標である。即ち、その管理限界離脱線を離脱したということは、その工程
を進行した設備に異常が発生していると判断できる。
【００２４】
　また、このように報告された計測データがホストコンピュータに設定された最適の計測
データ範囲に包含されても、計測データがメイン特定ルールを満足するかを判断する理由
を以下に示す。即ち、半導体装備に異常が発生したにもかかわらず該当ステップ別 最適
の工程条件下で該当単位工程が進行されて、工程完了後に測定された計測データが最適の
計測データ 範囲内に包含されると、現計測工程では製品が不良判定されなかったとして
も後続 工程 進行時にはその原因により工程不良が発生する可能性が高くなる。この
ため、不良が発生する可能性が高い製品または異常が発生した半導体装備を、各々 正
常製品及び正常稼動半導体装置と選別することにより、不良発生を未然に防止する必要が
あるからである。
【００２５】
　一方、報告された計測データがホストコンピュータに格納された最適の計測データ範囲
を離脱すると、Ｓ３０段階ではホストコンピュータに構築されたインタロックモジュール
５を利用して製品の 進行を中止させる。
　また、報告された計測データが前記メイン特定ルールを満足するかに対するＳ２０段階
での判断結果、メイン特定ルールを満足すると、Ｓ４０段階では半導体装備を正常稼動さ
せて次の工程を進行する。
【００２６】
　逆に、メイン特定ルールを満足しないと、Ｓ５０段階ではホストコンピュータに構築さ
れたインタロックモジュール５を通して製品の 進行及び半導体装備 稼動を中止さ
せる。ここで、メイン特定ルールを満足しない場合とは、最大上限値～最小下限値間の範
囲内に計測データが存在しない場合である。
【００２７】
　次に、Ｓ６０段階では、エンジニアにより稼動が中止された前記半導体装備に一連の処
理を行って異常発生を解決すると、半導体装備は次の工程に進行できるようになる。
　Ｓ７０段階では、前記Ｓ３０段階での製品 進行中止後、前記報告された計測デー
タがメイン特定ルールを満足するかを第２判断する。
【００２８】
このように、工程進行が中止された製品に対して報告された計測データがメイン特定ルー
ルを満足するかを判断する理由は、計測工程で発生した計測データは工程進行方式（例え
ばバッチタイプで工程を進行したかまたはシングルタイプで工程を進行したか等）によっ
て、多様な性格を持つ。したがって、計測データが最適計測データ範囲を離脱しても製品
に重大な影響を及ぼさないものはインタロック対象から除外させる必要があるからである
。
【００２９】
Ｓ７０段階で報告された計測データがメイン特定ルールを満足するか判断した結果、メイ
ン特定ルールを満足すると、Ｓ８０段階では半導体装備を正常稼働させて次の工程を進行
する。
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反面、メイン特定ルールを満足しないと、Ｓ９０段階ではホストコンピュータに構築され
たインタロックモジュール５を通して半導体装備の稼働を中止させる。
【００３０】
　次に、Ｓ１００段階では、エンジニアが稼動を中止した半導体装備に一連の処理を行っ
て異常発生を解決すると、半導体装備が次の工程に進行できるようになる。
　このとき、Ｓ６０段階とＳ１００段階で半導体装備に取られた一連の処理 情
報は、処理作業時毎にホストコンピュータに自動格納される。このように処理
情報を自動格納させる理由は、以後半導体装備での工程制御時インタロックオプション (I
nterlock Option)に反映する重要ファクター (Factor)をサーチする時利用するためである
。
【００３１】
以上のような全ての段階は全ての工程が完了されるまで反復的に進行される。そして、稼
働が中止された半導体装備はすぐ作業者またはエンジニアに知らせるため、半導体装備及
びホストコンピュータとオンライン (On Line）接続されたＯ／Ｉコンピュータの画面に、
警報発生有無に関する情報を表示して迅速に対応できるようにする。
【００３２】
図４及び図５は図２及び図３の本実施の形態の一変形例を示す工程順序図である。
図示されるように、本発明の一変形例は、Ｓ２０段階とＳ４０段階間、また、Ｓ７０段階
とＳ８０段階間で報告された計測データがサブ特定ルールを満足するかを判断するＳ１１
０段階とＳ１２０段階とをさらに含む方式により半導体装備を制御する。これについて具
体的に説明すると次のようである。
【００３３】
　Ｓ２０段階での第１判断 結果、計測データがメイン特定ルールを満足すると、半導体
装備を正常稼動させるＳ４０段階以前に報告された計測データがサブ特定ルールを満足す
るかを第３判断するＳ１１０段階をさらに含む。サブ特定ルールを満足しないと、製品の

進行中止と前記半導体装備の稼動中止とが同時に行なわれるようにする。そして、
Ｓ７０段階での第２判断の結果、計測データがメイン特定ルールを満足すると、半導体装
備を正常稼動させる段階 以前に計測データがサブ特定ルールを満足するかを第４判
断する段階をさらに含む。その結果、サブ特定ルールを満足しないと半導体装備の稼動中
止が行われるように半導体装備を実時間で制御する。
【００３４】
一方、本発明の他の実施の形態として、Ｓ２０段階と半導体装備を正常稼働させるＳ４０
段階の間に、報告された計測データがサブ特定ルールを満足するかを判断するＳ１１０段
階をさらに含むことで、半導体装備を制御するようにしてもよい。また、Ｓ７０段階と半
導体装備を正常稼働させるＳ８０段階の間に報告された計測データがサブ特定ルールを満
足するかを判断するＳ１２０段階をさらに含んで半導体装備を制御することもできる。
【００３５】
　この場合、サブ特定ルールを満足するかに対する判断を、Ｓ２０段階と半導体装備を正
常稼動させるＳ４０段階間でだけ実施するか、またはＳ７０段階と半導体装備を正常稼動
させ ８０段階間でだけ実施するかは、方法上の差があるだ で、その基本制御方式に
おいては上述の一変形例と同一に進行させるからその部分に対する具体的な説明は省略す
る。
【００３６】
ここで、サブ特定ルールとは、ＳＰＣで使用される一般的な管理限界離脱線を示すもので
、本実施の形態で適用される管理ルールとしては２／３ルール、４／５ルール、トレンド
ルールがある。
このとき、報告された計測データがサブ特定ルールを満足するかを第３及び第４判断する
Ｓ１１０段階とＳ１２０段階は、どの単位工程を進行したかによってその判断対象の選別
に差があるが、本発明の場合には以下に示す７通りの場合が適用可能である。このように
、多様な判断を経る理由は誤判断により工程に悪影響が及ぶことを防止するためである。
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【００３７】
１．サブ特定ルールである２／３ルール、４／５ルール、５トレンドルールを全て判断対
象として半導体装備を制御する場合。
２．２／３ルールだけを判断対象として半導体装備を制御する場合。
３．４／５ルールだけを判断対象として半導体装備を制御する場合。
４．５トレンドルールだけを判断対象として半導体装備を制御する場合。
５．２／３ルールと４／５ルールとを判断対象として半導体装備を制御する場合。
６．２／３ルールと５トレンドルールとを判断対象として半導体装備を制御する場合。
７．４／５ルールと５トレンドルールとを判断対象として半導体装備を制御する場合とが
ある。
【００３８】
まず、上記した１～７の場合がＳ１１０段階に適用される場合について説明する。ここで
は、一例として１の場合について説明する。この場合、Ｓ１１０段階は、Ｓ１１２段階、
Ｓ１１４段階、Ｓ１１６段階に分割でき、これを具体的に説明すると次のようになる。
【００３９】
Ｓ１１２段階では、報告された計測データがサブ特定ルールである２／３ルールを満足す
るかを判断する。
この判断結果、２／３ルールを満足するとＳ１１４段階では報告された計測データがサブ
特定ルールである４／５ルールを満足するかを判断する。
【００４０】
Ｓ１１４段階での判断結果４／５ルールを満足すると、Ｓ１１６段階では報告された計測
データがサブ特定ルールである５トレンドルールを満足するかを判断する。
上記２～７の場合がＳ１１０段階に適用された場合は、判断対象にだけ差があり、その基
本制御方法は１の場合と同様に進行されるから、ここでは各々の場合についての具体的な
説明は省略する。
【００４１】
次に、１～７の場合がＳ１２０段階に適用される場合について１の場合を例として説明す
る。この場合、Ｓ１２０段階は、Ｓ１２２段階、Ｓ１２４段階、Ｓ１２６段階とに分割さ
れて、これを具体的に説明すると次のようになる。
【００４２】
Ｓ１２２段階では、報告された計測データがサブ特定ルールである２／３ルールを満足す
るかを判断する。
この判断結果、２／３ルールを満足するとＳ１２４段階では、報告された計測データがサ
ブ特定ルールである４／５ルールを満足するかを判断する。
【００４３】
Ｓ１２４段階での判断結果、４／５ルールを満足するとＳ１２６段階では報告された計測
データがサブ特定ルールである５トレンドルールを満足するかを判断する。
上記２～７の場合がＳ１２０段階に適用される場合は判断対象にだけ差があり、その基本
制御方法は１の場合と同一に進行されるから、ここではその各々の場合について具体的な
説明は省略する。
【００４４】
ここで、Ｓ１１０段階とＳ１２０段階進行時、２／３ルールを満足しない場合とは、報告
された計測データで連続する３点の中で２点が２σ～３σ間の領域 (Zone)に存在する場合
を示す。４／５ルールを満足しない場合とは、報告された計測データで連続する５点の中
で４点が－１σ～１σの領域外に存在する場合を示す。報告された計測データが前記５ト
レンドルールを満足しない場合とは、報告された計測データで５点以上が連続上向または
連続下向のトレンド (Trend) が発生する場合を示す。
【００４５】
　半導体装備を制御する場合、工程の実時間制御が可能になって、異常発生時、即時的に
製品の 進行中止、半導体装備の稼動中止、製品の 中止及び半導体装備の稼動
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中止のような一連の処理が取られるようにすることにより、異常発生を感知する機会の損
失による工程不良発生が未然に防止できるようになる。
【００４６】
　このような半導体装備の制御方法は、上述のように実時間 工程が制御されるように実
施することができ、場合によっては計測工程直前の工程だけではなく工程異常発生に影響
を及 特定 工程も一挙に複数インタロックをかけて半導体装備を制御することもでき
る。逆に、工程に柔軟性を持つため使用者が必要によって選択した重要工程だけが前記の
ような方式で制御されるように半導体装備を制御することもできる。
【００４７】
以上、本発明の好ましい実施形態について詳細に記述したが、本発明が属する技術分野に
おいて通常の知識を持つ者によって、添付された請求範囲に定義された本発明の精神及び
範囲を離脱しない本発明の多様な変形または変更は、本発明の範疇に含まれる。
【００４８】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように本発明によれば、該当工程が該当ステップの最適の工程雰囲
気下で進行されたかを計測工程が完了されるとすぐ実時間で判断できる。これにより、設
備不良に伴う不良発生を未然に防止でき、特定ルール及びサブ特定ルールのような多様な
統計データに基づいて工程の異常の有無が判断される。したがって、どんな原因（例えば
誤設定された工程条件によるか半導体装備自体の問題であるか）により工程異常が発生し
たかを短時間内で正確に判断できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明によ 導体装備制御システムを概略的に示すブロック図である。
【図２】　本発明による半導体装備の実時間制御方法を説明するための工程順序図である
。
【図３】　図２に連結される本発明による半導体装備の実時間制御方法を説明するための
工程順序図である。
【図４】　図２及び図３の一変形例を示す工程順序図である。
【図５】　図４に連結される図２及び図３の一変形例を示す工程順序図である。
【図６】　従来の半導体装備制御方法を説明するための工程順序図である。
【符号の説明】
　　　　１　　半導体装備
　　　　３　　ホストコンピュータ
　　　　５　　インタロックモジュール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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